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記事
番号 投稿年月日 記事表題 記事本文 請求 主文

１ 平成２３年
１０月１７日

神田のカメ
さん法律事
務所（Ａ弁
護士）が弁
護ミス（弁護
過誤）！？

　前回お伝えしましたように南洋株式会社が，私を訴える模様です。
まあそれは別にかまわないのですが（笑），
今回出てきた南洋の代理人が，神田のカメさん法律事務所のＡ弁護士です。
これまでのいきさつは，
１．Ａ弁護士が私に「事実に反するから，ブログを削除せよ」と内容証明を送ってくる。
２．それに対して私が「事実に反する点とは何か？」と書面で質問。
３．Ａ弁護士が私に電話をかけてきて，「事実に反するかどうかは問題ではないし，教えられない。
とにかくブログを削除するかどうかだけを聞きたい。」と回答。
といった具合なんですが…
電話での話を冷静に思い出してみると，Ａ弁護士は弁護ミス（弁護過誤）をしているように思うので
す。医療ミス（医療過誤）と同じく，弁護ミスです。
　というのも，Ａ弁護士によれば，南洋株式会社は初めから法的手段を望んでいたそうなのです。
しかし，Ａ弁護士はお互い（南洋とＢ）のためを思って，内容証明を私に送ったと言います。
なんか，おかしくないですか？
　依頼人（南洋株式会社）が初めから法的手段を望んでいるなら，内容証明なんかわざわざ送ら
ずに，とっとと裁判に訴えればいいのです。南洋の代理人なのですから。南洋の意思を無視し
て，私のメリットまで考えていたら，一体誰に依頼された弁護士なのか？という話になります。
もしかしたら，内容証明作成料を余計に稼ぐ狙いなのかと勘ぐりたくなります。
　逆に，Ａ弁護士の話が全くの嘘で，
南洋株式会社が法的手段までいかずに，ブログを削除させようという意図だったらどうでしょう？
　「弁護士」の肩書きと「法的手段」とさえ書けば，相手はビビってブログを削除するだろう，具体的
な事実を書かなくても問題ないだろう，とＡ弁護士が考えていたとしたら傲慢だし，内容証明作成
は手抜きと言わざるをえないですね。
あるいは，手抜きの内容証明が，わざとだったらどうでしょう？
これも大問題です。
　「事実に反するからブログを削除せよ」と要求する以上，「事実に反する内容とは何か？」と反論
されるのは当たり前ですよね。

電話での話を冷静に思い出し
てみると，Ａ弁護士は弁護ミス
（弁護過誤）をしているように
思うのです。
　　　　　　　～
Ａ弁護士には，昔の偉い人が
言っていた「甘くない者を甘く
見る甘さ」という言葉を送りた
いですね。

電話での話を冷静に思い出してみると，Ａ弁護士は弁護ミス（弁護過誤）
をしているように思うのです。医療ミス（医療過誤）と同じく，弁護ミスで
す。
　というのも，Ａ弁護士によれば，南洋株式会社は初めから法的手段を望
んでいたそうなのです。
しかし，Ａ弁護士はお互い（南洋とＢ）のためを思って，内容証明を私に
送ったと言います。
なんか，おかしくないですか？
　依頼人（南洋株式会社）が初めから法的手段を望んでいるなら，内容
証明なんかわざわざ送らずに，とっとと裁判に訴えればいいのです。南
洋の代理人なのですから。南洋の意思を無視して，私のメリットまで考え
ていたら，一体誰に依頼された弁護士なのか？という話になります。
もしかしたら，内容証明作成料を余計に稼ぐ狙いなのかと勘ぐりたくなりま
す。
　逆に，Ａ弁護士の話が全くの嘘で，
南洋株式会社が法的手段までいかずに，ブログを削除させようという意
図だったらどうでしょう？
　「弁護士」の肩書きと「法的手段」とさえ書けば，相手はビビってブログを
削除するだろう，具体的な事実を書かなくても問題ないだろう，とＡ弁護
士が考えていたとしたら傲慢だし，内容証明作成は手抜きと言わざるをえ
ないですね。
あるいは，手抜きの内容証明が，わざとだったらどうでしょう？
これも大問題です。
　「事実に反するからブログを削除せよ」と要求する以上，「事実に反する
内容とは何か？」と反論されるのは当たり前ですよね。
しかし，南洋の意に反して，Ａ弁護士が初めから裁判に持ち込む腹なら，
それこそ手抜きの内容証明を書いてたうえで「事実に反するかどうかは問
題ではないし，教えられない。とにかくブログを削除するかどうかだ

しかし，南洋の意に反して，Ａ弁護士が初めから裁判に持ち込む腹なら，それこそ手抜きの内容
証明を書いてたうえで「事実に反するかどうかは問題ではないし，教えられない。とにかくブログを
削除するかどうかだけを聞きたい。」といってわざと交渉を決裂させるという手があるのです。
　わざと交渉を決裂させたり，紛争を大きくしたりして報酬を余計に稼ぐ弁護士がたまにいるという
話を聞いたことがありますが，彼の場合はどうなのでしょうか？？
　まとめますと，
１．南洋株式会社が初めから法的手段を望んでいるのが本当なら…
Ａ弁護士が出した内容証明と私への電話は，依頼人（南洋）の意思を無視した余計なことでしょ
う。
２．南洋株式会社が実は法的手段ではなく，弁護士の内容証明だけでブログを削除させようとし
ていたなら…
Ａ弁護士は内容証明を手抜きをするほど傲慢であったか，
手抜きをしてわざと交渉を決裂させて裁判に持ち込もうとしたか，
ということになりそうです。
Ａ弁護士にいくら報酬を支払い，またこれから支払うかわかりませんが，南洋株式会社に同情すら
覚えます。南洋さん，弁護士はもっと選びましょう。私が言うのは変ですが（笑）
Ａ弁護士には，昔の偉い人が言っていた「甘くない者を甘く見る甘さ」という言葉を送りたいです
ね。

けを聞きたい。」といってわざと交渉を決裂させるという手があるのです。
　わざと交渉を決裂させたり，紛争を大きくしたりして報酬を余計に稼ぐ弁
護士がたまにいるという話を聞いたことがありますが，彼の場合はどうなの
でしょうか？？
　まとめますと，
１．南洋株式会社が初めから法的手段を望んでいるのが本当なら…
Ａ弁護士が出した内容証明と私への電話は，依頼人（南洋）の意思を無
視した余計なことでしょう。
２．南洋株式会社が実は法的手段ではなく，弁護士の内容証明だけでブ
ログを削除させようとしていたなら…
Ａ弁護士は内容証明を手抜きをするほど傲慢であったか，
手抜きをしてわざと交渉を決裂させて裁判に持ち込もうとしたか，
ということになりそうです。
Ａ弁護士にいくら報酬を支払い，またこれから支払うかわかりませんが，
南洋株式会社に同情すら覚えます。南洋さん，弁護士はもっと選びましょ
う。私が言うのは変ですが（笑）
Ａ弁護士には，昔の偉い人が言っていた「甘くない者を甘く見る甘さ」と
いう言葉を送りたいですね。



記事
番号 投稿年月日 記事表題 記事本文 請求 主文

２ 平成２３年
１０月２２日

神田のカメ
さん法律事
務所Ａ弁護
士との急所
とは！？

今回の件は，「弁護士と闘う」と「NEWS RAGTAG」でも取り上げていただきましたので，お読みに
なった方も多いと思います。
　Ａ弁護士の「ヲタク弁護士…痛いブログ」では「かなめくじ…殲滅せよ！！！」などと，
「かなめ」行政書士事務所をもじった「かなめくじ」を登場させて冷やかしており，これは明らかに私
への誹謗中傷ですが，あまりにも幼稚な作なのでそれはさておき…
　南洋株式会社のことをひとまず除外して考えた場合，神田のカメさん法律事務所Ａ弁護士との
問題の急所・核心はズバリ，
「理由も言わずに，ブログを削除しろと要求することが，弁護士として正しいのか？」
という一言に尽きると思います。この問題を皆さんにお考えいただきたいのです。
なお，南洋株式会社については私を訴える意向のようですので，その動きは今後追って皆様に
お伝えするとともに，
私としては裁判の場で真実を主張することと，これからも広く社会に問題提起していくことを続けて
いきます。
参照
「弁護士と闘う」（ＵＲＬは省略）
「NEWS RAGTAG」（ＵＲＬは省略）
「ヲタク弁護士OHオタクんの日常を綴った痛いブログ」（ＵＲＬは省略）

　南洋株式会社のことをひとま
ず除外して考えた場合，神田
のカメさん法律事務所Ａ弁護
士との問題の急所・核心はズ
バリ，「理由も言わずに，ブロ
グを削除しろと要求すること
が，弁護士として正しいの
か？」という一言に尽きると思
います。
　　　　　　　～
私としては裁判の場で真実を
主張することと，これからも広く
社会に問題提起していくことを
続けていきます。

－

3 平成２３年
１１月２７日

神田のカメ
さんＡ弁護
士は「詐欺
的取引の助
長」をいつ
まで続ける
のか？

　昨日書きましたが，南洋株式会社が青森県漁連や青森県庁の名前を勝手に使い，社債集めに
利用していることが明らかになりました。
そして南洋（株）の口座が，振り込め詐欺救済法により凍結された事実も判明しています。
　この南洋（株）から依頼を受けて，私のブログを潰そうとしているのが神田のカメさん法律事務所
Ａ弁護士です。
無関係の名前を無断使用したり，口座凍結されるような会社の代理人として理由も告げずに，私
のブログを削除させようとしているのです。
　Ａ弁護士が主張している「事実に反し，南洋（株）の名誉や信用を著しく害する」こととは，一体
何でしょうか？
青森県漁連の名誉と信用を害している南洋（株）の名誉と信用とは一体何でしょうか？
「（Ｂが）出所の不確かな情報を根拠に，自分勝手な思いこみから，ある会社（南洋）について実名
を出して誹謗中傷記事を掲載した」「（南洋が）誹謗中傷記事により，名誉や信用を害され，多大
な損害を被った」と，神田のカメさん法律事務所のホームページでは堂々と主張しています。
　Ａ弁護士は何のために，何を守ろうとしているのでしょう？
　そもそも弁護士は「詐欺的取引の助長」と「不当な事件の受任」をしてはならないと定められてい
ます（弁護士職務基本規程14，31条）。さらに，「事実関係の調査を行うように努める」ともあります
（同規程37条）。
　つまり，弁護士は悪質商法をするような会社の代理人となってはいけませんし，「悪質商法を続
けるために，批判者の言論を封じる」ための依頼を受けてはいけないのです。依頼を受けた後で
も，依頼者に忠告するかさもなければ辞任すべきなのです。
　「私は依頼者の意思を忠実に実行しただけだ。代理人だから関係ない。」という理屈は通用しな
いのです。
　はっきり言って，南洋（株）の問題点はホームページやパンフレットを見ただけでもすぐにわかり
ます。「依頼人を信じていたので，気付かなかった」という言い訳も通用しません。
　私のことを「かなめくじ」などと侮辱したのは，小さなことです。しかし「詐欺的取引を助長」するこ
とはとてつもなく重大なことです。ネット上から批判者を消していくことで悪質商法をやりやすくし，
被害者を増大させていくのは決して許されないことです。
　代理人である以上，南洋（株）だけでなくＡ弁護士に対しても，責任追及を続けていかなければ
ならないと，改めて思います。

この南洋（株）から依頼を受け
て，私のブログを潰そうとして
いるのが神田のカメさん法律
事務所Ａ弁護士です。
　　　　　　　～
　代理人である以上，南洋
（株）だけでなくＡ弁護士に対
しても，責任追及を続けてい
かなければならないと，改めて
思います。

　そもそも弁護士は「詐欺的取引の助長」と「不当な事件の受任」をしては
ならないと定められています（弁護士職務基本規程14，31条）。さらに，
「事実関係の調査を行うように努める」ともあります（同規程37条）。
　つまり，弁護士は悪質商法をするような会社の代理人となってはいけま
せんし，「悪質商法を続けるために，批判者の言論を封じる」ための依頼
を受けてはいけないのです。依頼を受けた後でも，依頼者に忠告するか
さもなければ辞任すべきなのです。
　「私は依頼者の意思を忠実に実行しただけだ。代理人だから関係な
い。」という理屈は通用しないのです。
　はっきり言って，南洋（株）の問題点はホームページやパンフレットを見
ただけでもすぐにわかります。「依頼人を信じていたので，気付かなかっ
た」という言い訳も通用しません。
　私のことを「かなめくじ」などと侮辱したのは，小さなことです。しかし「詐
欺的取引を助長」することはとてつもなく重大なことです。ネット上から批
判者を消していくことで悪質商法をやりやすくし，被害者を増大させてい
くのは決して許されないことです。
　代理人である以上，南洋（株）だけでなくＡ弁護士に対しても，責任追
及を続けていかなければならないと，改めて思います。



記事
番号 投稿年月日 記事表題 記事本文 請求 主文

4 平成２３年
１１月２８日

南洋株式会
社と代理人
Ａ弁護士の
良心が今，
問われてい
る…

南洋株式会社は，青森県漁連と青森県の名前をパンフレットに無断記載したことを認めていま
す。
　さてこれから南洋（株）が会社として，どう対応するかに注目です。コンプライアンスを遵守する会
社なのか，きちんと公に謝罪できるのか，企業のあり方が問われます。
　法的手段を取ってまで自らの名誉と信用を守りたい会社が，他人の名誉と信用を害してしまった
時こそ，その真価が問われます。
　神田のカメさん法律事務所Ａ弁護士にとっても同じです。依頼者の違法行為を是正できるか，
自らの不明を詫びることができるか，はたまた南洋（株）を説得！？し青森県や青森県漁連，新聞
社，そして私などに対し訴えを乱発するか…
　南洋株式会社と神田のカメさん法律事務所のホームページに謝罪文は出るでしょうか？速やか
に何らかの意見表明がなされるでしょうか？
今後も，南洋株式会社と神田のカメさん法律事務所Ａ弁護士からは目が離せません。

　神田のカメさん法律事務所
Ａ弁護士にとっても同じです。
　　　　　　　～
今後も，南洋株式会社と神田
のカメさん法律事務所Ａ弁護
士からは目が離せません。

－

5 平成２３年
１１月３０日

神田のカメ
さんよ，今こ
そ「真心」を
込めて安心
を提供せ
よ！！

　南洋株式会社のＥ社長は，潔く全面的に非を認めた。
青森県と青森県漁連に，謝罪文を出すそうだ。
　次は，神田のカメさん法律事務所Ａ弁護士，君の番だ。
　君が全力で守ろうとしていた「南洋株式会社の名誉と信用」が，果たして正しいものであったか，
法的保護に値するものであったか，他者の人権よりも優越するものであったか…この一週間ほど
で見えてきたはずだ。
　過ちて改むるに憚ることなかれ
というではないか。
　今こそ「真心」を込めて謝罪し，「事実に反し，名誉と信用を傷つけられた」被害者たちに安心を
提供すべきだ。君の良心を私は信じている。

　次は，神田のカメさん法律事
務所Ａ弁護士，君の番だ。
　　　　　　　～
君の良心を私は信じている。

－



「南洋株式会社についてお問い合せいただきました。」

記事 投稿年月日 記事表題 記事本文 請求 主文番号

6 平成２３年
１２月１８日

神田のカメ
さんＡ弁護
士が，かな
め行政書士
事務所の削

除に失
敗！！

　神田のカメさんＡ弁護士が，ブログを運営しているニフティ（株）を相手取り，このブログとＣ氏の
「NEWS　RAGTAG」の削除を求めて，東京地裁に仮処分申請していましたが，15日に裁判所の
決定が出たのです。
　このことをＡ弁護士はYahoo!ブログの中で「かなめ行政書士事務所ブログに掲載された誹謗中
傷記事の削除に成功」という記事をアップし，喜んでおられるようです。喜びついでに，私への誹
謗中傷まで書いてます。このＡ氏の記事だけ読むと誤解をされると思いますので，皆さんには正
確なことをこれからお伝えします。
　Ａ氏は，「かなめ行政書士事務所」内の記事６件，ジャーナリストＣ氏の「NEWS　RAGTAG」内の
記事４件の削除申立をしていました。
しかし，その合計１０件のうち，裁判所が削除を「一応認める」としたのがわずか１件だけというのが
本当の結果です。
言ってみれば，Ａ弁護士の１勝９敗ということです。
　ここで特筆すべきは，私がＡ氏のことを批判した内容は全て誹謗中傷にはあたらないという結果
になったことです。
さらにＣ氏の記事にいたっては，Ａ弁護士は全敗です。Ｃ氏がＡ氏と私との争い「かなめくじウォー
ズ」を実名で詳細に書いたことなど，全て誹謗中傷にはあたらないという裁判所の判断になってい
ます。
　なお，唯一削除決定が出たのは，私が書いた「南洋株式会社についてお問い合わせいただき
ました。」の記事です。これについては私は削除しましたが，Yahooブログの方にはとりあえず残し
てあります。後日訂正とともに，私の思いをお伝えしようと思います。
　ということで「かなめくじウォーズ」の第１ラウンド？は，私からみれば５勝１敗なんですが，これを
皆さんはどうお感じになるでしょうか？
Ａ氏にとってみれば，明らかな負け越しであって，普通の感覚だと「削除に成功」とはとても言えな
いはずなんですけどね。まあ，Ａ氏はプラス思考の人なんでしょう。でも，依頼者である南洋株式
会社にも，１勝９敗の戦績を引っさげて「削除に成功しました！！」と喜び勇んで報告するんでしょ
うか？？私らには全く関係ない話ですけどね。
　それはそうとして，ブログ削除そのものよりも大きな問題として，Ａ弁護士が南洋株式会社の代理

このＡ氏の記事だけ読むと誤
解をされると思いますので，皆
さんには正確なことをこれから
お伝えします。
　　　　　　　～
「南洋株式会社についてお問
い合せいただきました。」

①　このＡ氏の記事だけ読むと誤解をされると思いますので，皆さんには
正確なことをこれからお伝えします。
②　言ってみれば，Ａ弁護士の１勝９敗ということです。
　ここで特筆すべきは，私がＡ氏のことを批判した内容は全て誹謗中傷に
はあたらないという結果になったことです。
さらにＣ氏の記事にいたっては，Ａ弁護士は全敗です。Ｃ氏がＡ氏と私と
の争い「かなめくじウォーズ」を実名で詳細に書いたことなど，全て誹謗中
傷にはあたらないという裁判所の判断になっています。
③　ということで「かなめくじウォーズ」の第１ラウンド？は，私からみれば５
勝１敗なんですが，これを皆さんはどうお感じになるでしょうか？
Ａ氏にとってみれば，明らかな負け越しであって，普通の感覚だと「削除
に成功」とはとても言えないはずなんですけどね。まあ，Ａ氏はプラス思
考の人なんでしょう。でも，依頼者である南洋株式会社にも，１勝９敗の戦
績を引っさげて「削除に成功しました！！」と喜び勇んで報告するんで
しょうか？？私らには全く関係ない話ですけどね。
　それはそうとして，ブログ削除そのものよりも大きな問題として，Ａ弁護
士が南洋株式会社の代理人として「詐欺的取引の助長」をしたという事
実です。
今後私としては，弁護士会への懲戒請求を通じて，詐欺的取引の助長を
禁じた弁護士職務規程に違反したＡ弁護士の責任を追及していきます。
今年中に書類提出は間に合わないかもしれませんが，来年からガンガン
行きますよ！！
④　　誹謗中傷にあたらないとされた記事
「南洋株式会社」
「南洋株式会社・神田のカメさん法律事務所とのバトル勃発！！」
「神田のカメさん法律事務所（Ａ弁護士）が弁護ミス（弁護過誤）！？」

人として「詐欺的取引の助長」をしたという事実です。
今後私としては，弁護士会への懲戒請求を通じて，詐欺的取引の助長を禁じた弁護士職務規程
に違反したＡ弁護士の責任を追及していきます。今年中に書類提出は間に合わないかもしれま
せんが，来年からガンガン行きますよ！！
　それから，Ａ氏はかなめくじの記事などを自主的に削除したようですね。まあ，誹謗中傷したとい
う自覚はあるんでしょうね。私は削除の仮処分申請なんてしませんけどね。
　誹謗中傷にあたらないとされた記事
「南洋株式会社」
「南洋株式会社・神田のカメさん法律事務所とのバトル勃発！！」
「神田のカメさん法律事務所（Ａ弁護士）が弁護ミス（弁護過誤）！？」
「弁護士はお上公認のヤクザ！？」
「南洋（株）は振り込め詐欺で口座凍結されていた！！」
　削除決定が出された記事

「弁護士はお上公認のヤクザ！？」
「南洋（株）は振り込め詐欺で口座凍結されていた！！」



記事
番号

7

投稿年月日

平成２４年
１月１７日

記事表題

神田のカメ
さんＡ弁護
士が続ける
嫌がらせ（ス
ラップ＝
SLAPP）

記事本文

　今度は，「懲戒請求調査人Ａ弁護士答弁書全文」
に対しても，Ａ氏は東京地裁に削除の仮処分申立てをしました。Yahoo!ブログにも同一記事があ
りますので，ニフティとYahoo!の両社に対してです。理由は著作権違反です。答弁書にも著作権
があると言いたいようです。
神田のカメさんＡ弁護士の行為は，スラップ（ＳＬＡＰＰ）以外の何ものでもありません。
そもそも，ウィキペディアによれば，
スラップ（英：ＳＬＡＰＰ，Strategic Lawsuit Against Public Participation，恫喝訴訟）は，訴訟の形態
の一つで，原告が勝利判決を勝ち取るのではなく被告に対する嫌がらせを主な目的に起こす訴
訟である。経済的に力のある団体が原告となり，対抗勢力を被告として恫喝的に行うことが多い。
被告となった反対勢力は法廷準備費用・時間的拘束等の負担を強いられるため，仮に原告が敗
訴しても，主目的となるいやがらせは達成されることになる。そのため，原告よりも経済的に力の劣
る個人が標的にされやすい。表現の自由を揺るがす行為として欧米を中心に問題化しており，ス
ラップを禁じる法律を制定した自治体もある。日本でも近年企業と個人ジャーナリストの間でこの
形態の訴訟が見られ，この用語と共に概念を浸透させる動きが見られている。
とあります。神田のカメさんＡ弁護士が続けていることは，まさにこの嫌がらせ目的の「スラップ」で
す。「仮に原告が敗訴しても，主目的となるいやがらせは達成されることになる。」という部分なん
か，ズバリその通りじゃないですか。
Ａ弁護士は昨年，東京都行政書士会に私の苦情申立をするも私の処分は一切無し，ニフティに１
０件の記事削除の仮処分申立をするも１件しか認められず，他の９件は自ら取り下げという結果で
した。
にもかかわらず，今回またニフティとYahoo!の両社に，著作権法違反による記事削除の仮処分申
立を出したのです。仮処分の申立てを乱発することは，Ａ弁護士自身が宣言してますが，プロバイ
ダーはえらい迷惑です。裁判所も迷惑でしょうね。顰蹙ものです。仮処分を乱発することで今後，
東京地裁でやりづらくなるということは考えないもんでしょうかね。まあ意固地になっているんでしょ
う。
ちなみに，今回は南洋株式会社とは関係なく，Ａ弁護士自身の懲戒請求の答弁書を問題にして
ます。
これは推測なんですが，弁護士仲間に笑われるとかして，あの書面の恥ずかしさに気がついたん
じゃないですかね？ようやく（笑）
なにしろ，「かなめくじ」の誕生秘話？からアイディアまで必死になって書いてますからね（爆）

請求

神田のカメさんＡ弁護士の行
為は，スラップ（ＳＬＡＰＰ）以外
の何ものでもありません。
　　　　　　　～
PS　先にも紹介したYouTube
動画は，スラップについて，
ジャーナリストのＤ氏が実体験
からわかりやすく語ってますの
で，ぜひご覧ください。

主文

①　神田のカメさんＡ弁護士の行為は，スラップ（ＳＬＡＰＰ）以外の何もの
でもありません。
そもそも，ウィキペディアによれば，
スラップ（英：ＳＬＡＰＰ，Strategic Lawsuit Against Public Participation，恫
喝訴訟）は，訴訟の形態の一つで，原告が勝利判決を勝ち取るのではな
く被告に対する嫌がらせを主な目的に起こす訴訟である。経済的に力の
ある団体が原告となり，対抗勢力を被告として恫喝的に行うことが多い。
被告となった反対勢力は法廷準備費用・時間的拘束等の負担を強いら
れるため，仮に原告が敗訴しても，主目的となるいやがらせは達成される
ことになる。そのため，原告よりも経済的に力の劣る個人が標的にされや
すい。表現の自由を揺るがす行為として欧米を中心に問題化しており，
スラップを禁じる法律を制定した自治体もある。日本でも近年企業と個人
ジャーナリストの間でこの形態の訴訟が見られ，この用語と共に概念を浸
透させる動きが見られている。
とあります。神田のカメさんＡ弁護士が続けていることは，まさにこの嫌が
らせ目的の「スラップ」です。「仮に原告が敗訴しても，主目的となるいや
がらせは達成されることになる。」という部分なんか，ズバリその通りじゃな
いですか。
②　Ｂにブラフは通用しないというのを，ご理解いただけたのかもしれませ
ん（笑）
まあ，私のことをなぜかＡ弁護士は恐れているんでしょう。
スラップの相手なら，大企業のニフティやYahoo!より，日本一貧乏な行政
書士のＢの方がやりやすいと思うんですけどね（笑）
裁判慣れてませんし（爆）
いずれにしても，Ａ弁護士が行政書士Ｂにビビっていることはさておき…
嫌がらせ目的・表現の自由を制限しようとするスラップを，モラルの欠如し
た弁護士が行う時，いかに社会に害悪を及ぼすかを皆さんに知っていた
だきたいと思います。

懲戒請求を審査する綱紀委員の先生方も，おそらく呆れているでしょう。
それと特筆すべきは…
Ａ弁護士は，私には直接何も法的手段をとってこないのです。
昨年私に内容証明を送り，電話で拒否され，東京都行政書士会への苦情申立失敗しましたから
ね。
電話の時には，「すぐにでも法的手段を取る」と勇ましく言ってたんですけど（笑）
昨年偶然にも，東京地裁内で私とＡ氏が出会い，名刺交換をしたからでしょうか（YouTube参照）
やるやると言っていた東京都知事への行政書士懲戒請求すらしません。Ｂにブラフは通用しない
というのを，ご理解いただけたのかもしれません（笑）
まあ，私のことをなぜかＡ弁護士は恐れているんでしょう。
スラップの相手なら，大企業のニフティやYahoo!より，日本一貧乏な行政書士のＢの方がやりやす
いと思うんですけどね（笑）
裁判慣れてませんし（爆）
いずれにしても，Ａ弁護士が行政書士Ｂにビビっていることはさておき…
嫌がらせ目的・表現の自由を制限しようとするスラップを，モラルの欠如した弁護士が行う時，いか
に社会に害悪を及ぼすかを皆さんに知っていただきたいと思います。
PS　先にも紹介したYouTube動画は，スラップについて，ジャーナリストのＤ氏が実体験からわかり
やすく語ってますので，ぜひご覧ください。



記事
番号

8

投稿年月日

平成２４年
１月２８日

記事表題

南洋（株）代
理人のＡ氏
を名誉毀損
で訴えまし
た！！

記事本文

　「ヲタク弁護士」Ａ弁護士，行政書士から名誉毀損で訴えられる〔東京地裁〕
　実は昨日１月２７日に，神田のカメさん法律事務所弁護士Ａ氏を東京地裁に訴えました。
　「かなめくじ」など名誉毀損による損害賠償請求です。
　この一連の「かなめくじウォーズ」の本質は，
虚偽記載をするような問題企業の代理人として批判者の口封じを図る弁護士との戦いです。
ネット上から，私のような批判者の言論が全て消えてしまった場合のことを考えてみてください…
問題企業はいわば野放しです。ネットで調べても，その企業の問題点を知ることはできなくなって
しまいます。いろいろな情報を手に入れられないまま，社債等に大金を投じることになってしまうの
です。これは恐ろしいことです。
かなめくじウォーズはこれから10年戦争になるかもしれませんが，とことん戦い抜きます。
裁判の中では，Ａ弁護士の依頼者である南洋株式会社についても，さまざまなことを明らかにして
いくつもりです。実は，このブログ上では公開していない問題点がまだまだあるのです。
　戦いの本番がまもなく始まります！！
P.S.かなめくじウォーズのこれまでの経緯をお読みくださる方は，カテゴリーの「南洋（株）・神田の
カメさん問題」をクリックしてください。

請求

　「ヲタク弁護士」Ａ弁護士，行
政書士から名誉毀損で訴えら
れる〔東京地裁〕
　　　　　　　～
実は，このブログ上では公開
していない問題点がまだまだ
あるのです。

主文

　この一連の「かなめくじウォーズ」の本質は，
虚偽記載をするような問題企業の代理人として批判者の口封じを図る弁
護士との戦いです。

9 平成２４年
２月２１日

Ａ弁護士が
全力で守ろ
うとした南洋
株式会社の
社長，つい
に逮捕！！

うその乾燥ナマコ投資話で高齢者らから出資金詐取　都内の水産会社社長ら逮捕（FNNニュー
ス）
ナマコ・ファンド「南洋株式会社」社長ら１７人を詐取の疑いで逮捕〔警視庁〕
ついにこの時がやってきました！！南洋株式会社の社長であるＥ容疑者が，詐欺の疑いで逮捕
です。
神田のカメさん法律事務所Ａ弁護士は，これまで南洋株式会社の名誉と信用を守るために必死
でやってきました。
東京都行政書士会への私の苦情申立，
ニフティを相手どり「かなめ行政書士事務所」ブログ削除の仮処分申請を東京地裁に，さらにはニ
フティだけでなくYahoo!も相手取り，今度は著作権法違反を理由に仮処分をといった具合に執拗
に法的手段を繰り返しているのです。
そして，
「出所の不確かな情報を根拠に，自分勝手な思いこみから，ある会社（南洋）について実名を出し
て誹謗中傷記事を掲載した」
「誹謗中傷記事により，名誉や信用を害され，多大な損害を被った会社（南洋）」
「違法行為を犯している行政書士」
などと，私への誹謗中傷を続けてきました。
しかし，今回違法行為を犯している疑いがあるのは，Ａ弁護士の依頼者である南洋株式会社であ
ることが明らかになったのです。
それはつまり，神田のカメさん法律事務所Ａ弁護士が，「詐欺的取引の助長」をしていることにほ
かなりません。
以前も書きましたが，詐欺の疑いのある会社を守るために，批判者の口封じをしようとするなど，絶
対に許されることではありません。
情報を隠し，詐欺被害者をどんどん増やすことにつながるのですから。
南洋株式会社による詐欺的取引を助長したことは明らかですから，神田のカメさん法律事務所Ａ
弁護士に対しては，懲戒請求の追加申立をする予定です。
同時に，私がＡ氏を訴えた裁判も３月８日から始まりますので，全力で取り組んでいきます。

それはつまり，神田のカメさん
法律事務所Ａ弁護士が，「詐
欺的取引の助長」をしているこ
とにほかなりません。
　　　　　　　～
同時に，私がＡ氏を訴えた裁
判も３月８日から始まりますの
で，全力で取り組んでいきま
す。

それはつまり，神田のカメさん法律事務所Ａ弁護士が，「詐欺的取引の
助長」をしていることにほかなりません。
以前も書きましたが，詐欺の疑いのある会社を守るために，批判者の口
封じをしようとするなど，絶対に許されることではありません。
情報を隠し，詐欺被害者をどんどん増やすことにつながるのですから。
南洋株式会社による詐欺的取引を助長したことは明らかですから，神田
のカメさん法律事務所Ａ弁護士に対しては，懲戒請求の追加申立をする
予定です。



記事
番号

10

投稿年月日

平成２４年
３月５日

記事表題

「弁護士と
闘う」管理
人様に感謝
申し上げま
す

記事本文

いよいよ，３月８日（木）から，弁護士Ａ氏を名誉毀損で訴えた裁判がはじまります。
　昨年は，ワンクリック請求サイトの回収業務をした弁護士と争いましたが，その事務員と私との会
話音声をいち早くYouTubeにアップしてくださったのが，弁護士の非行を追及するブログとして有
名な「弁護士と闘う」管理人さんです。
今年は何の因果か，別の弁護士と争うことになりましたが，今回もいち早く「神田のカメさん弁護士
に依頼した会社の口座は凍結されていた」ことを明らかにしてくださいました。
これは，Ａ弁護士が「詐欺的取引の助長」をしていたことの強い証拠になると思います。私が出し
た懲戒請求書にも，南洋（株）の銀行口座が振り込め詐欺救済法で凍結されていたことを書きまし
た。
私も南洋（株）については，ブログ記事にする前にいろいろと裏付けを取っていました。しかし，預
金保険機構の公告をチェックするところまでは思いいたりませんでした。
「弁護士と闘う」さんの調査能力には，ただただ脱帽です。
　Ａ弁護士のホームページでは，「かなめ行政書士事務所　行政書士　Ｂ」，及び同人に協力する
「弁護士と闘う」ブログ管理者によるブログを用いた誹謗中傷行為の被害にあっております。
（Ｂは）「弁護士と闘う」ブログ管理者と共謀して，同ブログで呼びかけ，同ブログの会員数を頼み
に，誹謗中傷記事の拡散を画策している状況にあります。
自分達（注：弁護士と闘うとＢ）が「正義」であると妄信して，不正な方法を用いてでも，自己の主張
を押し通そうとするのは，テロリストと同レベル
などと，事実無根の誹謗中傷を書かれていますが，これについても裁判で削除を求めています。
Ａ弁護士が非を認めて，速やかに自主的に削除するのが望ましいですが，どうなるかはわかりま
せん。現在でも，背後から支援してくださる「弁護士と闘う」管理人さんの名誉を守るためにも，裁
判がんばります。
　私は，「弁護士と闘う」さんだけでなく，多くの方からの励ましや情報提供に支えられ，助けてい
ただいています。
「弁護士と闘う」さん，そして皆様いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたしま
す。
裁判期日：３月８日（木）午前10時20分
場所：東京地方裁判所　408号法廷

請求

①　これは，Ａ弁護士が「詐欺
的取引の助長」をしていたこと
の強い証拠になると思いま
す。
②　Ａ弁護士が非を認めて，
速やかに自主的に削除する
のが望ましいですが，どうなる
かはわかりません。現在でも，
背後から支援してくださる「弁
護士と闘う」管理人さんの名誉
を守るためにも，裁判がんばり
ます。

主文

これは，Ａ弁護士が「詐欺的取引の助長」をしていたことの強い証拠にな
ると思います。

11 平成２４年
３月１３日

神田のカメ
さん法律事
務所Ａ弁護
士よ，Ｅ容
疑者の代理
人としてコメ
ントを出す
べきではな
いのか！！

ナマコ投資詐欺事件　水産会社社長ら，別の男性から出資金を詐取した疑いで再逮捕（FNN
ニュースより）
ナマコ投資詐欺，社長ら再逮捕　別の130万円容疑立件（日本経済新聞より）
Ｅ容疑者らは，やはり被害回復型の詐欺を相当手広くやっていたんですね…
Ｅ容疑者の代理人である（であった？）神田のカメさん法律事務所Ａ弁護士は，逮捕に関して一
切沈黙していますが，コメントを出すべきだと思います。
刑事弁護の代理人でないとしてもこれまで，南洋株式会社を詐欺だと批判する探偵事務所など
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